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第１節 大気環境 

１ 大気汚染の現況 

県と秋田市では、大気汚染の状況を把握す

るため、県内の 26 ヶ所に測定局を設置して、

テレメーターシステムによる常時監視を行

っています。（P.47 表 35） 

このほか、酸性雨についても定点を設け、

測定を行っています。 

（１）二酸化硫黄 

二酸化硫黄については、県内の８市に設置

している 20 局の一般環境大気測定局で測定

しています。その結果によると、環境基準

の長期的評価である日平均値の年間２％除

外値は、0.001～0.010ppm であり、全測定局

で環境基準（0.04ppm）を達成しています。

また、短期的評価である１時間値及び日平

均値でも、環境基準（１時間値 0.1ppm、日

平均値 0.04ppm）を達成しています。 

年平均値の濃度分布は図３、日平均値の

２％除外値の濃度分布は図４、年平均値の

経年変化は図５、環境基準の達成状況は表

24 のとおりです。 

年平均値については低濃度であり、経年的

に横ばいからさらにゆるやかな低下傾向を示

しており、全国の平均値よりも低く良好な状

態を維持しています。 
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図３ 二酸化硫黄の年平均値の濃度分布 
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図４ 二酸化硫黄の日平均値の２％除外値の濃度分布 
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図５ 二酸化硫黄濃度（年平均）の経年変化 

 

 

 

 

表 24 二酸化硫黄の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(%) 達成局数 非達成局数 達成率(%)

８ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

９ ２１ ２０ １ ９５．２ ２１ ０ １００

１０ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１１ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１２ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１３ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１４ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１５ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１６ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１７ ２０ ２０ ０ １００ ２０ ０ １００

１日平均値が0.04ppm以下であり、 １日平均値が0.04ppmを超える日数が
、 、環 境 基 準 かつ１時間値が0.1ppm以下であるこ 年間を通じて２％以内であり かつ

と。 １日平均値が0.04ppmを超える日が２
日以上連続しないこと。

 

 

 

 

 

第２章 環境への負荷の少ない循環

を基調とした社会の構築 
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（２）二酸化窒素 

二酸化窒素については､県内の５市に設置

している 14 局の一般環境大気測定局及び５

市に設置している５局の自動車排出ガス測定

局で測定しています。環境基準の長期的評価

である日平均値の年間 98％値については、

一般環境大気測定局では 0.005～0.031ppm、

自動車排出ガス測定局では 0.020～0.035ppm

であり、全測定局で環境基準（0.06ppm 以

下）を達成しています。 

二酸化窒素の年平均値の濃度分布は図６、

日平均値の年間 98％値の濃度分布は図７、

年平均値の経年変化は図８、環境基準の達成

状況は表 25 のとおりです。 

年平均値については、近年はほぼ横ばいの

傾向が続いており、一般環境大気測定局及び

自動車排出ガス測定局とも全国の平均値より

も低く良好な状態を維持しています。 
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図６ 二酸化窒素の年平均値の濃度分布 
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図７ 二酸化窒素の日平均値の 98％値の濃度分布 
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図８ 二酸化窒素濃度の経年変化 

 

 

表 25 二酸化窒素の環境基準達成状況 

日平均値の９８％値
年度 測定局区分 測定局数

0.04ppm未満 0.04～0.06ppm 0.06ppm超過 達成率(%)

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
８

自 動 車 ５ ４ １ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
９

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１０

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１１

自 動 車 ５ ４ １ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１２

自 動 車 ５ ４ １ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１３

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１４

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１５

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１６

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１７

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

１日平均値の年間９８％値が0.04ppmから0.06ppmまでの
環 境 基 準

ゾーン内又はそれ以下であること

 

 

 

（３）一酸化炭素 

一酸化炭素については、県内の５市に設置

している５局の自動車排出ガス測定局で測定

しています。 

環境基準の長期的評価である日平均値の年

間２％除外値は、0.6～0.9ppm であり、全測

定局で環境基準（10ppm）を達成しています。 

一酸化炭素の年平均値の経年変化は図９、

環境基準の達成状況は表 26 のとおりです。 

年平均値については低濃度であり、経年的

に横ばいからさらにゆるやかな低下傾向を示

しており、全国の平均値よりも低く良好な状

態を維持しています。 
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図９ 一酸化炭素濃度の経年変化 

 

 

表 26 一酸化炭素の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(％) 達成局数 非達成局数 達成率(％)

８ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

９ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１０ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１１ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１２ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１３ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１４ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１５ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１６ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１７ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１日平均値が10ppm以下であり、か １日平均値が10ppmを超える日数が年
環 境 基 準 つ１時間値の８時間平均値が20ppm 間を通じて２％以内であり、かつ、

以下であること。 １日平均値が10ppmを超える日が２日

以上連続しないこと。

 

 

 

（４）光化学オキシダント 

光化学オキシダントについては､県内の３

市に設置している５局の一般環境大気測定局

で測定しています。各測定局の昼間（５～

20 時）の１時間値の最高値は 0.084～

0.092ppm であり、環境基準の 0.06ppm を超

過した日数は 26～59 日、超過時間数 159～

401 時間で、秋田県大気汚染緊急時措置マニ

ュアル（平成 15 年８月）に定めるオキシダ

ントに係る大気汚染注意報 の発令基準

（0.12ppm）は下回っているものの、全測定

局で環境基準を達成していません。 

平成 17 年度の月別の昼間の１時間値の最

高値は図 10 のとおりで、特に春季から夏季

にかけて環境基準を超える傾向がありますが、

これは移動性高気圧のため高層のオゾンが地

表に降下した自然的要因によるものと考えら

れています。なお、環境基準の達成状況の推

移は表 27 のとおりです。 
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図 10 光化学オキシダントの１時間値（昼間）最

高値の月別変化 

 

 

表 27 光化学オキシダントの環境基準達成状況 

非達成局
年度 測定局数 達成局数

局 数 超過日数（日） 超過時間数（時間）

８ ４ ０ ４ ３５～７５ ２３８～４９７

９ ４ ０ ４ ３４～７２ １６４～３９３

１０ ４ ０ ４ ３１～７４ １２９～６４５

１１ ４ ０ ４ ４６～６６ ２６６～４４０

１２ ５ ０ ５ ４～１１２ １５～６６７

１３ ５ ０ ５ ３７～５４ ２２９～３６４

１４ ５ ０ ５ ２２～４１ １２３～２４２

１５ ５ ０ ５ ５５～７０ ３０７～４０９

１６ ５ ０ ５ ４１～５８ ２２３～３５１

１７ ５ ０ ５ ２６～５９ １５９～４０１

環 境 基 準 １時間値が０．０６ppm以下であること。

 

 

 

 

（５）炭化水素 

炭化水素については、秋田市及び男鹿市に

設置している２局の一般環境大気測定局で非

メタン炭化水素、メタン炭化水素及び全炭化

水素の濃度の測定を実施しています。 

特に非メタン炭化水素については、昭和

51 年８月に中央公害対策審議会から｢光化学

オキシダントの生成防止のための大気中炭化

水素濃度の指針について｣が答申され、午前

６時から午前９時までの３時間平均値が

0.20～0.31ppmＣの範囲内又はそれ以下であ

ることとされています。この指針値と比較す

ると、３時間平均値が 0.20ppmＣを超えた日

数は２～39 日、0.31ppmＣを超えた日数は２

～９日であり、３時間平均値の年平均値は

0.09～0.14ppmＣです。 

また、メタンの３時間平均値の年平均値は

1.86～1.9ppmＣで、全炭化水素の３時間平
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均値の年平均値は 1.94～2.04ppmＣです。 

非メタン炭化水素の３時間平均値の年平均

値及び指針値超過日数の経年変化は図 11 の

とおりです。 
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図 11 非メタン炭化水素の３時間平均値及び指針値 

超過日数の経年変化 

 

 

（６）浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質については、茨島自動車排

出ガス測定局を除く全大気測定局で測定して

います。 

環境基準の長期的評価である日平均値の年

間２％除外値は、一般環境大気測定局では

0.015～0.062mg/? 、自動車排出ガス測定局

では 0.045～0.062mg/? であり、全測定局で

環境基準の 0.10mg/? を下回っています。 

年平均値の濃度分布は図 12、日平均値の

２％除外値の濃度分布は図 13、年平均値の

経年変化は図 14、環境基準の達成状況は表

28 のとおりであり、年平均値については、

近年はほぼ横ばいの傾向にあります。 

一方、短期的評価では、一般環境大気測定

局のうち檜山、浅内、昭和及び広面の４局で

１時間値が環境基準を超過していました。 
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図 12 浮遊粒子状物質の年平均値の濃度分布 
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図 13 浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値の

濃度分布 
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図 14 浮遊粒子状物質濃度の経年変化 

 

 

 

表 28 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(%) 達成局数 非達成局数 達成率(%)

８ ２０ １１ ９ ５５．０ ２０ ０ １００

９ ２２ １４ ８ ６３．６ ２２ ０ １００

１０ ２３ １８ ５ ７８．３ ２３ ０ １００

１１ ２３ １７ ６ ７３．９ ２３ ０ １００

１２ ２５ １３ １２ ５２．０ ２５ ０ １００

１３ ２５ ０ ２５ ０．０ ２５ ０ １００

１４ ２６ ２ ２４ ７．７ ７ １９ ２６．９

１５ ２６ ２４ ２ ９２．３ ２６ ０ １００

１６ ２６ ２４ ２ ９２．３ ２６ ０ １００

１７ ２５ ２１ ４ ８４．０ ２５ ０ １００

１日平均値が0.1mg/ 以下であり、 １日平均値が0.1mg/ を超える日数â â
かつ１時間値が0.2mg/ 以下である が年間を通じて２％以内であり、かâ

環 境 基 準 こと。 つ、１日平均値が0.1mg/ を超えるâ
日が２日以上連続しないこと。
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（７）降下ばいじん 

平成 17 年度の降下ばいじんの測定は、秋

田市の秋田南高等学校及び秋田工業高等専門

学校２地点においてデポジットゲージ法で実

施しています。 

平成 17 年度の年平均値は、秋田南高校地

点で 5.5t/ｋ㎡/月、秋田高専地点で 5.4t/

ｋ㎡/月であり、良好な環境の目安とされる

10t/ｋ㎡/月を下回っていました。 

各測定地点における月別変化は図 15、年

平均値の経年変化は図 16 のとおりで、近年

は横ばいの傾向が続いています。 
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図 15 降下ばいじんの月別変化 
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図 16 降下ばいじんの年平均値の経年変化 

 

 

 

 

 

（８）酸性雨 

酸性雨とは、pH（水素イオン濃度指数）

5.6 以下の酸性を呈する雨で、工場・事業場

や自動車等から排出された硫黄酸化物や窒素

酸化物等の汚染物質が大気中で酸化され、水

に溶けやすい物質となり、雨滴の生成過程や

降水の途中で取り込まれて降り注ぐ現象です。 

県内では、平成２年から一週間ごとの降

雨・雪の pH のモニタリング調査を実施して

います。平成 17 年度の調査結果は、図 17

のとおりであり、降雨期(４～12 月)の pH は

全県平均 4.7（4.6～4.9)、降雪期（１～３

月）の pH は全県平均 4.8（4.7～5.2）でし

た。 

酸性雨は全県で観測されていますが、これ

による樹木等への被害は報告されていません。

全ての地点における降雨・降雪の pH の平均

値の経年変化は図 18 のとおりであり、近年

はほぼ横ばいの傾向が続いています。 

また、各地点の pH の月別の観測結果は図

19 のとおりです。 

大館

秋田
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降雪期
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４．７

大館

秋田
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４．７

５．２
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５．２

降雨期

降雪期

降雨期

降雪期

４．６

４．８

４．６

４．８

４．９

４．７

４．９

４．７

 

図 17 県内３地点の降雨・雪中の pH 調査結果 

   （平成 17 年度） 
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図 18 酸性雨の経年変化（全測定地点の平均値） 

 

 

 

調査地点毎の推移

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

ｐ
Ｈ

大館

秋田

横手

 

 

図 19 pH（月平均）の月別変化（平成 17 年度） 

 

 

 

 

 

２ 大気汚染の防止対策 

（１）硫黄酸化物対策 

硫黄酸化物の排出基準は、Ｋ値規制と呼ば

れ、各地域に定められているＫの値を一定の

計算式に代入して、各ばい煙発生施設にその

排出口の高さに応じて算出される一時間当た

りの硫黄酸化物の排出量として示されます。

この量は、次式による計算によって求められ

ます。 

ｑ＝Ｋ×10-３×He２ 

ｑ：硫黄酸化物の許容量(Ｎ? /時) 

Ｋ：地域ごとに定められる定数 

He：有効煙突高 

（煙突実高＋煙上昇高）(ｍ) 

本県におけるＫ値は表 29 のとおりです。 

 

 

表 29 本県における K 値 

Ｋ値 地  域 

8.76 

秋田市（河辺及び雄和を除く） 

男鹿市（船越、脇本及び船川港に限る） 

潟上市、井川町 

17.5 その他の地域 

 

 

（２）窒素酸化物対策 

工場・事業場（固定発生源）から排出され

る窒素酸化物の排出規制は、大気汚染防止法

によりばい煙発生施設の種類及び規模ごとに

排出基準で定められております。 

自動車から排出される窒素酸化物について

も、ガソリン・ＬＰＧ車に対して昭和 48 年

から規制が開始され、トラック、バス等に対

しても逐次規制が強化されてきており、今後

もディーゼル車を中心に窒素酸化物の低減等

が図られることとなっています。 

 

（３）一酸化炭素対策 

自動車排出ガスに係る規制項目としては、

一酸化炭素は最も早く規制が開始され（昭和

41 年）、その後窒素酸化物と同様に逐次規

制が強化されています。 

 

（４）光化学オキシダント対策 

国では、光化学大気汚染を防止するため、

昭和 48 年５月に「光化学オキシダントに係

る環境基準」を設定するとともに、光化学オ

キシダントの主な生成原因となる、工場・事

業場や自動車から排出される窒素酸化物や自

動車から排出される炭化水素についても逐次

規制を強化してきています。 

また、本県では、「大気汚染緊急時措置マ

ニュアル」により、光化学オキシダントの濃

度と気象条件に応じて注意報または警報を発

令して発生源対策と住民に対する保護対策を

実施することとしています。 
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（５）浮遊粒子状物質対策 

大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と

「浮遊粉じん」に大別されます。また浮遊粉

じん中の粒径 10 ミクロン以下のものは「浮

遊粒子状物質」として環境基準が設定されて

います。 

① ばいじん・粉じんに係る工場等の検査指

導 

工場又は事業場における事業活動に伴って

発生するものについては、大気汚染防止法に

基づき、燃料その他の物の燃焼又は熱源とし

ての電気の使用に伴い発生する物質を｢ばい

じん｣とし、物の破砕、選別その他の機械的

処理又は堆積に伴い発生し、又は、飛散する

物質を「粉じん」として規制しています。 

「ばいじん」については、大気汚染防止法

のばい煙発生施設及び県公害防止条例の指定

ばい煙発生施設の種類、規模ごとに排出基準

が定められています。 

県では、ばいじんの排出基準の適合状況を

把握するため、煙道排ガス濃度の測定や自主

検査実施の指導、不適合施設等に対する改善

指導及び粉じん発生施設の適正な使用及び管

理について指導を行っています。 

「粉じん」については、一般粉じんと特定

粉じんが指定されています。 

一般粉じんについては、堆積場、コンベア

等の粉じん発生施設の構造、使用及び管理に

関する基準が定められています。 

特定粉じんとしては、石綿（アスベスト）

が指定されています。特定紛じん発生施設と

しては、石綿を含有する製品の製造の用に供

する施設のうち、切断機等９施設が指定され

ており、規制が適用されていますが、県内に

は該当する施設はありません。 

平成９年４月には大気汚染防止法の一部改

正を受け、特定粉じん排出等作業の届出が義

務付けられ、吹付け石綿を 50 ㎡以上使用し

ている延べ面積が 500 ㎡以上の耐火建築物

等を解体、改造、補修する場合、石綿除去等

の作業についての作業基準が設定されました。

平成 18 年３月には、特定粉じん排出等作業

に吹付け石綿に加え、石綿を含有する断熱

材・保温材・耐火被覆材を使用している建築

物の解体・改造・補修も届出対象となったほ

か、規模・面積の要件が撤廃されています。 

届出の状況は表 30 のとおりです。 

 

表 30 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等

作業の実施の届出数 

 
　      年度
届出先

9 10 11 12 13 14 15 16 17

大館 0 0 0 1 2 1 0 0 9

鷹巣 0 0 0 0 0 1 0 0 5

能代 0 0 0 0 0 0 2 1 2

秋田中央 0 0 2 0 1 1 0 0 17

由利本荘 0 0 0 0 0 0 1 0 9

大仙 0 0 0 0 0 1 2 1 9

横手 0 0 0 1 1 3 2 0 6

湯沢 0 0 0 0 1 0 0 0 7

秋田市
（中核市）

3 6 8 2 8 2 10 8 33

合計 3 6 10 4 13 9 17 10 97
 

 

② 稲わら燃焼禁止の指導と啓発 

稲わらは、かつて堆肥や家畜の飼料などに

利用されていましたが、昭和 40 年代半ば頃

から農家の出稼ぎ、兼業の増加、農業経営の

機械化、省力化などにより、稲の収穫期に燃

焼されるようになりました。このことにより、

稲わらスモッグが発生し、生活環境の悪化や

視界不良による交通事故の発生など多くの問

題を引き起こしました。 

このため、県は昭和 46 年 10 月「稲わらス

モッグ注意報発令要綱」を制定し、市町村、

報道機関等を通じて住民への周知、予防対策

の指導、農家への燃焼禁止の呼びかけととも

に、稲わらの堆肥利用などの地力増強対策を

進めてきました。さらに、昭和 49 年３月に

公害防止条例に「屋外燃焼行為の規制」を盛

り込み、稲わらの燃焼禁止期間（10 月１日

～11 月 10 日）を設け、違反者に対する勧告、

公表の措置等を制定しました。 

また、毎年秋には「稲わら等燃焼禁止監視

指導マニュアル」（昭和 62 年９月制定）に
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基づき、ＪＡ等関係機関及び市町村との連携

を図り、稲わら燃焼禁止の啓発活動、監視指

導を行っています。特に、浮遊粒子状物質又

は浮遊粉じん濃度が 0.2mg/m3 以上となり視

界不良となった場合は地域住民に注意を促す

ため、スモッグ注意報を発令し、周知するこ

ととしています。 

一連の防止対策の実施により、稲わらの燃

焼は減少の傾向にありますが、ここ数年、喘

息等の健康被害への懸念から秋田市や県南部

を中心として苦情件数の増加が見られます。

このため、県では平成 16 年度末から関係機

関による対策会議を立ち上げ、対策の重点地

域を定め、リーフレットの配布や広報用カセ

ットテープを用いたパトロールを実施してい

ます。平成 17 年度はこうした稲わら焼き防

止のＰＲの取り組みの結果、稲わら焼却の通

報が増加し、これが苦情として集計されたこ

とから件数が顕著な増加を見せています。な

お、稲わらスモッグ注意報は昭和 60 年度以

降発令されていません。 

稲わら等の燃焼に関する苦情・勧告・スモッ

グ注意報の発令等の状況は表 31 のとおりで

す。 

表 31 苦情・勧告件数・稲わらスモッグ注意報発

令等状況 

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

苦 情 件 数 １５ １４ １４ ２２ １５ ３９ ４７ ４９ ６０ １２９

勧 告 件 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

７３ ８２ ７０ ７６ ７３ ８７ ７９ ９２ １３９ ２０２巡 回 指 導 日 数

稲わらスモッグ
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

注意報発令件数

 

 

 

（６）有害物質対策 

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から

発生する有害物質として、窒素酸化物のほか

に、 

・カドミウム及びその化合物 

・塩素及び塩化水素 

・弗素､弗化水素及び弗化珪素 

・鉛及びその化合物 

を規制しています。上記の有害物質に係る排

出基準は、有害物質の種類ごとに限られた種

類のばい煙発生施設に対して設定されていま

す。 

さらに、県では、秋田市（河辺及び雄和を

除く）の金属製錬用溶解炉等に関してカドミ

ウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物

について、弗酸製造用凝縮施設等に関しては

弗素、弗化水素及び弗化珪素についてそれぞ

れ公害防止条例で法律の排出基準より厳しい

上乗せ基準を設定しています。 

 

（７）有害大気汚染物質対策 

平成８年５月の大気汚染防止法の一部改正

により、発がん等人の健康に悪影響を及ぼす

恐れのある物質のうち、健康リスクの高いと

考えられるベンゼン等優先取組物質 22 物質

の大気汚染の状況を把握することが義務づけ

られました。 

これを受け、県内では平成９年度からベン

ゼン等の９物質のモニタリング調査を開始し、

平成 12 年度から重金属類（Hg、Ni、As、Be、

Mn、Cr）を追加して調査を行っています。

このうち、環境基準または指針値が定められ

ているベンゼン等８物質については、秋田市

の調査結果を含め、表 32 のとおり基準等を

超える値は検出されませんでした。 

表 32 有害大気汚染物質の調査結果 

測 定 物 質
（ ）測定地点 （単位：μｇ ／ ｍ ） 単位：ｎｇ／ｍ３ ３

トリ テトラ ジクロロアクリロ 塩化 ニッケル
ベンゼンクロロ クロロ メタン ニトリルビニル 水銀 化合物

エチレンエチレン モノマー

大 館 局 0.92 0.047 0.040 0.37 <0.015 0.008 1.7 2.8

横 手 自 排 局 1.0 0.076 0.037 0.38 <0.015 0.008 1.5 1.9

船 川 局 0.63 0.048 0.038 0.28 <0.015 0.011 1.6 2.1

将軍野局（秋田市） 0.5 0.08 0.08 0.29 － － － －

土崎公民館（秋田市） 0.7 0.07 － － － － － －

茨島局（秋田市） 1.1 0.17 － 0.55 － － － －

大気環境基準等 3 200 200 150 2 10 40 25※

※大気環境基準等は、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについては大
気環境基準値、その他は中央環境審議会第七次答申に基づく環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低
減を図るための指針となる数値（指針値）
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（８）常時監視体制の整備及び緊急時の措置 

① 環境監視テレメータシステムの整備 

県内の大気汚染の状況を把握するため、昭

和 45 年度から測定局を設置し監視体制を整

備してきています。平成 17 年度末現在にお

ける測定局の設置状況は、一般環境大気測定

局 21 局（うち 11 局は大気汚染防止法第 31

条で事務が移譲されている秋田市で設置）、

自動車排出ガス測定局が５局（うち１局は秋

田市で設置）の計 26 局を設置し、全局でテ

レメータシステムによる常時監視を行ってい

ます。 

 

表 33 設置主体別測定局数（平成 17 年度末現在） 

秋田地区 能代地区 その他 合 計

設 置 主 体 環 自 環 自 環 自 環 自 合
境 排 境 排 境 排 境 排
局 局 局 局 局 局 局 局 計

秋 田 県 ３ ３ １ ４ ３ １０ ４ １４

秋 田 市 １１ １ １１ １ １２

合 計 １５ ４ ７ ２１ ５ ２６

※自排局→自動車排出ガス測定局

 

 

 

 

 

 

② 発生源工場等の常時監視 

県内の主要発生源工場を対象に、公害防止

協定等に基づき発生源測定局（工場局）を次

のとおり設置し、テレメータシステムによっ

てばい煙の排出状況などを常時監視していま

す。 

表 34 工場・事業場常時監視項目 

濃
度

排
出
量

濃
度

排
出
量

東北電力（株）
秋田火力発電所 ○(4) ◎(4) ○(4) ◎(4) ○(4) ○(4) ◎(4) ○ ○

日本大昭和
板紙東北（株） ○(3) ○(3) ○(1) ○ ○

東北電力（株）
能代火力発電所 ○(2) ◎(2) ○(2) ◎(2) ○ ○ ○

秋田精錬（株）
飯島製錬所

○(2) ○

第一製薬（株）
秋田工場 ○(1) ○(1) ○ ○ ○ ○

注　１．（　）内数字は、設置個所数
　　２．◎は、排ガス量と濃度から計算

水
温

排
水
量

水質関係

ＳＯx ＮＯx
発
電
量

排
ガ
ス
量

煙
道
中
S
分

大気関係

ｐＨ
設置工場

秋
田
県

秋
田
市

ＣＯＤ

設置
主体

 

 

 

表 35 大気測定局及び測定機器設置状況 

（平成 17 年度末現在） 

二 浮 窒 一 光 炭 風
酸 遊 素 酸 化オ 化 向

区 設置主体 番号 測定局 化 粒 酸 化 学キ 水 ・
分 硫 子 化 炭 シ 素 風

黄 状 物 素 ダ 速
物 ン
質 ト

１ 大 館 ○ ○ ○

２ 能代西 ○ ○ ○ ○ ○

３ 浅 内 ○ ○ ○ ○

４ 桧 山 ○ ○ ○ ○

一 ５ 昭 和 ○ ○ ○ ○
秋 田 県

６ 船 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○
般

７ 船 越 ○ ○ ○ ○ ○

環 ８ 本 荘 ○ ○ ○

９ 大 曲 ○ ○ ○ ○
境

１０ 横 手 ○ ○ ○

大 １１ 山 王 ○ ○ ○ ○

１２ 土 崎 ○ ○ ○ ○
気

１３ 新 屋 ○ ○ ○ ○

測 １４ 上新城 ○ ○ ○

１５ 太 平 ○ ○ ○
定

秋 田 市 １６ 添 川 ○ ○ ○

局 １７ 堀 川 ○ ○ ○ ○

１８ 将軍野 ○ ○ ○ ○ ○ ○

１９ 茨 島 ○ ○ ○

２０ 仁井田 ○ ○ ○ ○

２１ 広 面 ○ ○ ○ ○

自 ２２ 鹿 角 ○ ○ ○
動
車 ２３ 大館自 ○ ○ ○
排 秋 田 県
出 ２４ 能 代 ○ ○ ○
ガ
ス ２５ 横手自 ○ ○ ○
測
定 秋 田 市 ２６ 茨島自 ○ ○
局
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区　　　　　分 箇所

県 ○ １０

秋田市 □ １１

県 ● ４

秋田市 ■ １

設置主体

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

 

図 20 大気測定局配置図 
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③ 大気汚染緊急時の措置 

大気汚染防止法に定める緊急時の措置等の

規定に基づき、県では昭和 59 年２月に｢大

気汚染緊急時措置要領｣（平成 15 年８月か

らは「大気汚染緊急時措置マニュアル」）を

定め、硫黄酸化物、光化学オキシダント、浮

遊粒子状物質、二酸化窒素及び一酸化炭素に

よる大気汚染の緊急時に対処することとして

います。同マニュアルは、これら５物質に係

る緊急時の発令区分を注意報、警報の２段階

とし、知事がとるべき措置を規定しています。 

なお、本県では同要領制定後、大気汚染物

質濃度が緊急時発令基準に至る事態は発生し

ていません。 

 

（９）ばい煙発生施設等の届出 

大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づ

く届出総施設は 4,103 施設で、うち大気汚

染防止法の対象となる施設が 3,238 施設、

公害防止条例の対象となる施設が 1,824 施

設、大気汚染防止法及び公害防止条例のいず

れにも対象となる施設が 959 施設です。 

これを種類別に見ると、ボイラーがばい煙

発生施設では約３／４を、指定ばい煙発生施

設ではほぼ全てを占め、粉じん発生施設につ

いてはベルトコンベアが約半数、指定粉じん

発生施設についてはチップ製造施設等が約３

／４を占めています。 

 

（10）工場・事業場の立入検査及び指導 

大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づ

き届出のあった 2,049 工場・事業場、4,103

施設（秋田市を含む）のうち、ばい煙及び粉

じんの排出状況の把握、管理状況の確認等の

ため、217 工場・事業場の 454 施設について

立入検査を実施しました。（表 36） 

立入検査のうち、ばい煙発生施設について

は、56 施設の 97 項目について分析検査を併

せて実施しました。その結果は表 37 のとお

りであり、平成 17 年度に排出基準違反によ

り指導対象となった事業所はありませんでし

た。 

 

 

表 36 平成 17 年度工場・事業場立入検査実施数 

区 分 工場・事業場数 施設数 

ばい煙発生施設 １９４ ４０３ 

粉じん発生施設 ２３ ５１ 

合  計 ２１７ ４５４ 

 

 

表 37 ばい煙発生施設の立入検査結果及び指導内容 

区 分 施 設 数 検 体 数

立 入 検 査 実 施 ４０３ －

分 析 検 査 実 施 ５６（０） ８１（０）
立
入 分 硫 黄 酸 化 物 － ５４（０）
検
査 析 ば い じ ん － １９（２）
の
う 項 有 窒素酸化物 － １４（０）
ち 害
分 目 物 そ の 他 － １０（０）
析 質
検
査 指 導 対 象 の 割 合 ０ ％ ０ ％
を
実 指 ば い 煙 発 生 施 設 の なし
施 使 用 方 法 の 改 善
し 導
た 処理施設の設置・改良 なし
も 内
の

容 処理施設の維持管理の なし
強 化 、 方 法 の 改 善

（注）１ （ ）内は指導対象件数を示します。

２ 有害物質のその他は、塩化水素、鉛及びカドミウムです。

３ 指導対象の割合は、指導対象件数／分析検査実施数×100（％）で計算しています。

 

 

 

 


